
医療従事者免許申請　必要書類一覧

新規申請 名簿訂正・書換え交付申請 再交付申請 備考

医師・
歯科医師

・申請書
・戸籍謄（抄）本
　または住民票（※）
・診断書
・収入印紙60,000円分
・登録済証明書用はがき
　（希望者のみ／要切手）
・認印

・申請書
・変更に係る全ての戸籍（改製原戸
籍、除籍）謄（抄）本
・免許証
・収入印紙1,000円分
・登録済証明書用はがき
　（希望者のみ／要切手）
・遅延理由書（事由発生後30日を経過
している場合）
・認印

・申請書
・戸籍謄（抄）本
  または住民票（※）
・免許証（き損の場合）
・収入印紙3,100円分
・登録済証明書用はがき
　（希望者のみ／要切手）
・身分証明書
・認印

・戸籍関係書類及び住民票は発行から
６か月以内
・診断書は発行から１か月以内

薬剤師

・申請書
・戸籍謄（抄）本
　または住民票（※）
　または住民票記載事項証明書（※）
・診断書
・収入印紙30,000円分
・登録済証明書用はがき
　（希望者のみ／要切手）
・認印

・申請書
・変更に係る全ての戸籍（改製原戸
籍、除籍）謄（抄）本
・免許証
・収入印紙3,750円分
（訂正：1,000円／書換え：2,750円）
・登録済証明書用はがき
　（希望者のみ／要切手）
・遅延理由書（事由発生後30日を経過
している場合）
・認印

・申請書
・戸籍謄（抄）本
  または住民票（※）
  または住民票記載事項証明書（※）
・免許証（き損の場合）
・収入印紙2,750円分
・登録済証明書用はがき
　（希望者のみ／要切手）
・身分証明書
・認印

・戸籍関係書類及び住民票は発行から
６か月以内
・診断書は発行から１か月以内

保健師・助産
師・看護師

・申請書
・戸籍謄（抄）本
　または住民票（※）
・診断書
・収入印紙9,000円分
・登録済証明書用はがき
　（希望者のみ／要切手）
・認印

・申請書
・変更に係る全ての戸籍（改製原戸
籍、除籍）謄（抄）本
・免許証
・収入印紙1,000円分
・登録済証明書用はがき
　（希望者のみ／要切手）
・遅延理由書（事由発生後30日を経過
している場合）
・認印

・申請書
・戸籍謄（抄）本
  または住民票（※）
・免許証（き損の場合）
・収入印紙3,100円分
・登録済証明書用はがき
　（希望者のみ／要切手）
・身分証明書
・認印

・戸籍関係書類、住民票及び住民票記
載事項証明書は発行から６か月以内
・診断書は発行から１か月以内
・保健師、助産師・看護師の資格につ
いては、同時申請する場合であっても
必要書類や収入印紙はそれぞれの職種
ごとに必要です。



准看護師
（県免許）

・申請書
・戸籍謄（抄）本
　または住民票（※）
・診断書
・合格証書原本
・手数料（現金で5,600円）
・登録済証明書
　（希望者のみ／要切手及び封筒）
・認印

・申請書
・変更に係る全ての戸籍（改製原戸
籍、除籍）謄（抄）本
・免許証
・手数料（現金で3,400円）
・遅延理由書（事由発生後30日を経過
している場合）
・認印

・申請書
・戸籍謄（抄）本
  または住民票（※）
・免許証（き損の場合）
・手数料（現金で4,100円）
・身分証明書
・認印

・戸籍関係書類、住民票及び住民票記
載事項証明書は発行から６か月以内
・診断書は発行から１か月以内
・他都道府県免許について籍訂正また
は再交付申請を行う場合には、各都道
府県が定める金額の「郵便小為替」が
手数料として必要となりますので、必
ず事前に当センターまでお問い合わせ
ください。

臨床検査技師・
衛生検査技師・
診療放射線技
師・理学療法
士・作業療法
士・視能訓練士

・申請書
・戸籍謄（抄）本
　または住民票（※）
・診断書
・収入印紙9,000円分
・登録済証明書用はがき
　（希望者のみ／要切手）
・認印

・申請書
・変更に係る全ての戸籍（改製原戸
籍、除籍）謄（抄）本
・免許証
・収入印紙1,000円分
・登録済証明書用はがき
　（希望者のみ／要切手）
・遅延理由書（事由発生後30日を経過
している場合）
・認印

・申請書
・戸籍謄（抄）本
  または住民票（※）
・免許証（き損の場合）
・収入印紙3,100円分
・登録済証明書用はがき
　（希望者のみ／要切手）
・身分証明書
・認印

・戸籍関係書類、住民票及び住民票記
載事項証明書は発行から６か月以内
・診断書は発行から１か月以内

管理栄養士

・申請書
・戸籍謄（抄）本
　または住民票（※）
・合格証書原本
・栄養士免許証の原本または写し
・収入印紙15,000円分
・登録済証明書
　（希望者のみ／要切手及び封筒）
・認印

・申請書
・変更に係る全ての戸籍（改製原戸
籍、除籍）謄（抄）本
・免許証
・収入印紙
（訂正：950円×変更回数
　＋書換：2,350円）
・遅延理由書（事由発生後30日を経過
している場合）
・認印

・申請書
・免許証（き損の場合）
・収入印紙3,300円分
・身分証明書
・認印

・戸籍関係書類、住民票及び住民票記
載事項証明書は発行から６か月以内

栄養士
（県免許）

・申請書
・戸籍謄（抄）本
　または住民票（※）
・卒業証明書または卒業証書原本
・栄養士養成課程履修証明書
・手数料（現金で5,600円）
・認印

・申請書
・変更に係る全ての戸籍（改製原戸
籍、除籍）謄（抄）本
・免許証
・手数料（現金で3,200円）
・遅延理由書（事由発生後30日を経過
している場合）
・認印

※神奈川県知事交付免許のみ取り扱い

・申請書
・免許証（き損の場合）
・収入印紙3,600円分
・身分証明書
・認印

※神奈川県知事交付免許のみ取り扱い

・戸籍関係書類、住民票及び住民票記
載事項証明書は発行から６か月以内

※「住民票」及び「住民票記載事項証明書」は、①マイナンバーの記載がなく、②本籍地が記載されたものをご持参ください。
※【新規申請の場合】「住民票」及び「住民票記載事項証明書」は、試験申し込み時から免許申請時までの間に本籍地等に変更がない場合のみ提出可能です。


